
【参考１】閣議決定 

 

 

●令和元年の地方からの提案等に関する対応方針（令和元年１２月２３日閣議決定）３１頁 

 

  

 

 

●「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年１２月２５日閣議決定）１０５頁 
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重点番号38：医師法等に基づく届出のオンライン化（厚生労働省）



【参考２】参考条文 

 

 

医師法（昭和２３年法律第２０１号） （抄） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所（医業に従

事する者については、更にその場所）その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日

までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号） （抄） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所（歯科

医業に従事する者については、更にその場所）その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一

月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号） （抄） 

第９条 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その

他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由

して厚生労働大臣に届け出なければならない。 

 

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号） （抄） 

第３３条 業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める二年ごとの

年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月

十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。 

 

歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号） （抄） 

第６条 （略） 

２ （略）   

３ 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における

氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道

府県知事に届け出なければならない。 

 

歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号） （抄） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 業務に従事する歯科技工士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における

氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道

府県知事に届け出なければならない。 
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医療従事者（※）届出のオンライン化について（案）
※医師、⻭科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠

【令和６年度以降】医療機関等からの届出は引き続きオンライン。マイナンバーカードを有する者は国家資格
等情報連携・活⽤システムを活⽤してオンライン化。マイナンバーカードを有さない者・
インターネット環境がない者については、引き続き、保健所、都道府県経由で紙媒体を提
出。

医療機関等

厚⽣労働省

オンライン（医療従事者届出システム）
厚⽣労働省が構築するシステム

紙 都道府県等

※医師、⻭科医師、薬剤師のみ国へ

医療従事者

（閲覧）

【令和４年度】医療機関等からの届出は令和４年からオンライン化、医療従事者個⼈からの届出については、
引き続き、保健所、都道府県経由で紙媒体を提出。

医療機関等

厚⽣労働省

オンライン（医療従事者届出システム）
厚⽣労働省が構築するシステム

（閲覧）

オンライン（国家資格等情報連携・活⽤
システム）

内閣官房IT室が構築するシステム

（閲覧）
医療従事者

（マイナンバー、イン
ターネット環境あり）

紙 都道府県等
医療従事者

（マイナンバー、イン
ターネット環境なし）

（確認）

（確認）

※医師、⻭科医師、薬剤師のみ国へ

＜届出情報の流れ（イメージ）＞

＜届出情報の流れ（イメージ）＞
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臨床研修プログラム実施体制について
○基幹型臨床研修病院

臨床研修全体の管理・責任を有する病院であって、他
の病院等と共同して臨床研修を行うもの。

１，０００病院程度

①基幹型臨床研修病院が単独実施（２４月）

○協力型臨床研修病院
基幹型臨床研修病院と共同して臨床研修を行う病院

１，５００病院程度

○臨床研修協力施設
臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設（例えば、

へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老
人保健施設等）

基幹型臨床研修病院のみで２年間の臨床研修を行う。

・医師の往来

・医療機器の
共同利用

緊
密
な
連
携
体
制

②－１基幹型臨床研修病院を主とした病院群（協力型臨床研修病院で最大１２月）

基幹型臨床研修病院のみでは研修を行えない科目等を協力
型臨床研修病院、協力施設と連携して臨床研修を行う。

②－２基幹型臨床研修病院を主とした病院群（協力型臨床研修病院で最大１５月）

地域性を持った協力型臨床研修病院の特性を活かし、最大
１５ヶ月程度、協力型臨床研修病院にて臨床研修を行う。

※ 共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院及び協力型臨床研修病
院を臨床研修病院群という。臨床研修協力施設も含む。

・医師の往来

・医療機器の
共同利用

緊
密
な
連
携
体
制
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重点番号８：基幹型臨床研修病院の指定基準の見直し（厚生労働省）




